
（別 紙） 

                  

公立大学法人福島県立医科大学附属病院患者サポートセンター医事業務仕様書 

 

 患者サポートセンター医事業務（以下「業務」という。）に関する委託は、医療の質

及び患者サービスの向上に寄与するとともに、病院経営の効率化を図ることを目的とす

る。 

この目的を達成するために甲は主な業務内容を定め、乙は委託目的を遵守し適正かつ

円滑に業務を実施するものとする。 

 ただし、この仕様書の業務内容は、委託目的を達成するために甲が乙に求める最低の

内容であり、乙は業務の実施にあたって甲に最善と思われる具体的内容を提案するとと

もに、業務の質の向上に努めるものとする。 

 

第１ 業務概要 

１ 名     称  公立大学法人福島県立医科大学附属病院 

患者サポートセンター医事業務 

２ 業務の執行場所  福島市光が丘１番地 福島県立医科大学附属病院内 

３ 委 託 期 間  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

第２ 業務処理 

１ 乙は、この仕様書に定める内容を熟知し、相互に連携し円滑なる業務処理が行え

るよう業務従事者を教育、指導、管理するとともに、業務に支障を来たさないよう

必要な人員配置を行うものとする。 

２ 乙は、「第３ 業務内容等」の１に定める業務内容はもちろんのこと、それらの周

辺業務であっても病院側あるいは他の部署に従事する事業者等と緊密に連携を図り、

病院全体の業務運営の質の向上に貢献するものとする。 

３ 業務の繁忙等の理由により委託目的達成のためには業務従事者に不足が生じると

判断される場合、乙は業務遅延又は業務の質の低下を招かないように速やかに増員

又は配置換えを行わなければならない。 

 

第３ 業務内容等 

１ 業務内容は、別紙１「患者サポートセンター医事業務要領」による。 

２ 業務の標準となる業務量については、別紙２「標準業務量（年間）」のとおりと

する。 

３ 上記業務内容については、「第７ 業務報告等」の３その他(2)に定める業務内容

及び業務量調査の結果合理的理由が認められる場合には、次年度契約時に内容を見

直すものとする。 

 

第４ 業務日及び業務時間 

１ 業務日 

原則として業務を行う日（以下「業務日」という。）は、土曜日、日曜日及び国



民の祝日に関する法律に規定する休日並びに１２月２９日から１２月３１日までの

日及び１月２日から１月３日（以下「休日等」という。）を除いた日とする。 

    ただし、乙は、業務の遂行にあたり上記業務日以外に業務を行おうとする場合は

あらかじめ甲と協議する。 

２ 業務時間 

  業務日に業務を行う時間（以下「業務時間」という。）は、８時３０分から１７時

１５分までとする。 

 

第５ 業務体制 

１ 総括責任者 

(1) 乙は、業務にかかる乙の代表者として、医事業務に関する指揮監督能力を有す

る者を総括責任者を置くものとする。 

(2) 総括責任者は別紙様式１により経歴書を添付すること。 

(3)  総括責任者は、委託目的をよく理解し、かつ業務内容をよく熟知し、適正に業

務従事者を配置し、監督するものとする。  

(4) 総括責任者は、業務従事者をよく掌握し、問題がおきないよう配慮するものと

する。また苦情、要望及びトラブル等に対し、率先してその解決にあたるものと

する。 

(5)  総括責任者は、業務の特殊性をよく認識し、業務上知り得た秘密の漏えいを防

ぐとともに、自らも業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならないものとする。 

(6)  総括責任者は、業務遂行中に発生した事故等については、甲または第三者に不

利益を与えるおそれが全くない場合以外は、直ちに甲に報告しなければならない。 

 

３ 業務従事者                            

(1)  乙は、業務に従事する前に接遇、医療保険制度、診療報酬制度、諸法・公費負

担医療制度及び医療事務の教育・研修を受け、かつ、次のいずれかの試験又はこ

れらに類する試験に合格した者を配置するよう努める。また業務従事者が持つ資

格内容を甲に提示するものとする。 

ただし、やむをえず試験に合格していない者を配置する場合は半年以内に資格

を取得させる、もしくは別紙１「患者サポートセンター医事業務要領」のうち、

（各種資格不要）と書かれた業務のみを行うものとする。 

・(財)日本医療教育財団     「2級医療事務技能審査試験」 

「医師事務作業補助技能認定試験」 

「診療情報管理技能認定試験」 

・医療秘書教育全国協議会   「3級医療秘書技能認定試験」 

・(財)日本医療保険事務協会   「診療報酬請求事務能力認定試験」 

・(株)技能認定振興協会    「医科・歯科 医療事務管理士技能認定試験」 

・四病院団体協議会・(財)医療研修推進財団 

「診療情報管理士試験」 

 

 (2)  業務従事者は、総括責任者の指示に従い、適正かつ正確に業務を遂行しなけ

ればならない。 

また、業務遂行中に発生した事故等については、直ちに総括責任者に報告し、

指示を受けなければならない。 

(3)  電子計算機等により処理する業務に従事する業務従事者は、甲の作成した操作



マニュアルに従い業務を遂行するものとする。 

(4)  業務従事者の注意事項 

ア 服装は乙の指定するものを着用するものとし、品位の保持、着衣の整正及

び身だしなみに留意すること。 

イ 来院者に対し常に公平を保ち、不快感を与える言動は常に慎むこと。 

ウ 業務の特殊性を認識し、患者に対しては特に親切を心がけて業務を遂行す

ること。 

エ 業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならないこと。 

オ 業務中は院内秩序保持のため、甲の指定する名札を着用すること。 

(5)  入退室時の手続き 

ア 第１の２に規定する施設に入退室するときは、甲の指定する所定の手続き

行うこと。 

イ 入退室にあたっては、火災、盗難、電気等の取扱には十分気を付けること。 

 

第６ 事故等の報告 

１  乙は、業務遂行中に発生した事故等については、別紙３「委託業務に関する事故

発生時の対応手順」により速やかに対応しなければならない。 

 

第７ 業務報告等 

１  乙は、各月の業務完了の報告を別紙様式２に基づき、業務完了後速やかに提出し

甲の確認を受けること。 

２ その他 

(1) 苦情、要望及びトラブル等に関して甲の求めに応じ適時文書にて報告するこ

と。 

 

第８ 引き継ぎ 

   委託契約期間満了により新たに受託者となる者が決定した場合、乙は業務運営に

支障が無いよう遅滞なく、新たに受託者となった者に引き継ぐものとする。 

   過去の病院からの指示や各種マニュアルも整理し引き継ぐこと。 

   同じものを病院に提出すること。 

 

第９ 施設等 

１  契約書第４条に規定する甲の指定する場所は患者サポートセンターとする。 

２  契約書第５条に規定する消耗品については常に節約に努め、必要最小限とする

こと。 

３  契約書第５条第２項に規定する備品類は次のとおりとする。 

 端末機、プリンター、電話機、机、いす、その他医療事務に必要な事務機器備

品及び更衣ロッカー等 

 

第10 その他 

１ 乙は、業務従事者に業務時間の周知徹底を図るとともに、その日の業務について

は、業務時間を延長してでも完了するよう周知しておくこと。 

２ 乙は、業務従事者を配置または変更しようとするときは、業務に支障が無いこと

を確認の上、名簿を甲に報告するものとする。 

３ 甲は、業務従事者に不適任者がいるときは、総括責任者に対し口頭で配置の変更



等を依頼することができる。 

４ 乙は、甲が必要と認めて企画する研修には、業務従事者を参加させるものとする。 

５ 乙は、業務従事者に対し、業務遂行上必要な研修を定期的に行うものとする。乙

は甲に、年度当初に研修に関する年間計画書を提出するとともに、研修実施後速や

かに報告書を提出するものとする。 

６ 乙は、業務従事者の看衣の整正を保つため、業務従事者に対し被服を貸与するも

のとする。 

７ 甲は、総括責任者の請求に基づき、必要と認めた消耗品については支給するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

患者サポートセンター医事業務要領 

 

患者サポートセンター医事業務の内容は次のとおりとする。 

 

１ 患者サポートセンター医事業務 

(1) 入院受付 

ア 保険証及び受給者証等の確認 

イ 誓約書の受取、内容確認（各種資格不要） 

ウ 病衣に関する説明及び申し込み 

エ 個室に関する説明 

オ 体調確認（体温検査を含む） 

カ ドナーカード確認及び提示者に関する電子カルテへの入力 

(2) 入院手続 

ア 入院に関する事務手続きの説明 

イ 入院予約患者の次回入院時の説明及び連絡先確認票記入の説明と管理 

ウ リストバンド発行 

エ 入院1号紙発行 

オ 入院手続き終了後の病棟への連絡及び迎えの依頼 

カ 誓約書及び受給者証等の整理保管作業（各種資格不要） 

キ 救急センター入院患者の入院手続き 

ク 翌日入院予定患者の入院手続き 

ケ 限度額認定証及び食事療養費減額認定証の説明 

コ 掲示物のチェック（掲示期間・施設基準関係含む）（各種資格不要） 

(3) 入院案内書の準備（各種資格不要） 

(4) 見舞客の案内（各種資格不要） 

(5) 駐車券の管理（各種資格不要） 

ア 駐車券交付案内 

イ 守衛室案内 

(6) 各種アンケート調査協力（手渡し案内及び回収）（各種資格不要） 

(7) 患者情報の収集 

(8) 他職種との連携 

(9) PFM看護師面談に関する業務 

ア 予約業務 

イ 関係外来との連携 

ウ 面談必要書類の管理（各種資格不要） 

エ 入院案内の説明 

(10) PFMシステムに関する業務 

ア 患者への入院決定の連絡及び入院に関する連絡（各種資格不要） 

(11) 予約患者及び非予約患者受付 

(12) 電話対応 



 ア 院内問い合わせ 

 イ 病院案内に関すること 

 ウ 外線電話取り次ぎ 

 エ 内線電話対応 

 オ 予定入院患者への体調確認に関すること 

 カ 患者問い合わせ対応 

(13) スキャナー処理 

 ア 取り込み（医療文書等） 

 イ 病歴室への依頼 

(14) その他患者サポートセンター受付に関する業務  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

患者サポートセンター医事業務 

(単位：人) 

診 療 科 入院患者数 

循環器内科      １２３２ 

血液内科       ４５２ 

消化器内科      １４０５ 

リウマチ膠原病内科  １４０ 

腎臓・高血圧     ３２９ 

糖尿内分泌代謝    ３５０ 

神経内科       ２２６ 

呼吸器内科      ４４５ 

腫瘍内科       0 

漢方内科       0 

総合内科       ２５ 

呼吸器外科      ３５４ 

肝胆膵・移植外科   ３５５ 

乳腺外科       ３０６ 

甲状腺・内分泌内科  0 

甲状腺・内分泌外科  １７４ 

小児外科       １９７ 

消化管外科      ６１１ 

心臓血管外科     ２７１ 

脳神経外科      ３５０ 

整形外科       １１６４ 

形成外科       ２２８ 

産科         ８７６ 

婦人科        ９６０ 

小児科        ７６６ 

小児腫瘍内科     ４２８ 

眼科         １４５１ 

皮膚科        ４１８ 

泌尿器科       １００１ 

耳鼻咽喉科      ５１８ 

心身医療科      ２５４ 

放射線科       ２６ 

放射線治療科     ３４ 

核医学科       ３８ 

歯科 １７４ 

救急科 ６２３ 

合計 １６１８１ 

※平成29年4月～平成30年1月までの人数を1ヶ月平均にしたものを該当月数に換算 



H25実績  28人/10月×12月標準業務量（合計）平成29年5月31日まで）務 


